
。

農　業　実　習　施　設　使　用　料
　　時　間　使　用　料

区      分

使　　　　　　　　用　　　　　　　　料

午　　前 午　　後 夜　　間 全　　日

午前９時３０分から 午後１時から 午後５時から 午前９時３０分から

午後０時３０分まで 午後４時まで 午後９時まで 午後９時まで

大 研 修 室 ２，４００ 円 ２，４００ 円 ３，１００ 円 ７，０５０ 円 

小研修室 1～6
６００ 円 ６００ 円 ７００ 円 １，

（１室につき）
６５０ 円 

小研修室 7～10
４５０ 円 ４５０ 円 ６００ 円 １，

（１室につき）
４００ 円 

農産加工室

備考　２　（３）を参照

３，６００ 円 

畜産加工室 ２，４００ 円 

休 憩 施 設 ３，０００ 円 ３，０００ 円 ３，９００ 円 ８，８５０ 円 

備考　１　宿泊研修で使用の場合は、農産加工室、畜産加工室を除き各室時間使用料は無料とする。

　　　　２　施設の運営に支障のない場合、時間の延長を認めることができる。

　　　　（１）　超過時間１時間（１時間未満は１時間とする）につき、超過時間の属する使用時間区分の

　　　　　　 ３０パーセントに相当する額とする。

　　　　（２）　超過時間が使用時間区分に属さないときは、超過時間１時間（１時間未満は１時間とする）

　　　　　　につき、その超過時間の直後の使用時間区分の使用料(夜間区分及び全日区分を超過したとき

　　　　　　は夜間の使用料）の３０パーセントに相当する額とする。

　　　　（３）　農産加工室、畜産加工室の使用は全日区分を午前９時から午後５時までとし、超過時間１時

　　　　　　間（１時間未満は１時間とする）につき、使用料の１５パーセントに相当する額とする。

　　　　（４）　前号のほか、備付の物件を使用するときは、別に規則で定める実費使用料を加えたものとする

　　　　３　暖房実施期間中の使用料は、使用料金表の額又は超過時間の使用料の額の５０パーセント増と

　　　　　  する。

　　　　４　使用料の額に１０円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

　　実　費　使　用　料

区　　　分
使　　　　　　用　　　　　　料

使　 金　　額　　　用　　　量

上下水道料金 ０．１ につき ４８ 円　立方メートル　

ガ ス 料 金 ０．１ につき  ４７ 円　立方メートル　

電 気 料 金  １　キ につき １０ 円　 ロ ワ ッ ト 　

備考　使用量に端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。ただし、使用量が上記使用量に達しな

　　　　い場合は、これを切り捨てる。

　　「グリーンビレッジ美幌」　宿　泊　使　用　料

使　　　　　　用　　　　　　料

期　　　　間 ５月 ～ １０月 １１月 ～ ４月

大　　　　人（１人） ３，２００ 円 ３，５００ 円 

小・中学生（１人） ２，０００ 円 ２，３００ 円 

備考　１　　１室とは、間仕切り設置時における研修室１～１０号まで及び大研修室での個々の室をいう。

　　　　２　　宿泊使用とは、午後４時３０分～翌日午前９時までとする。

　　　　３　　暖房実施期間中の使用料は、１人につき１泊３００円増とする。(表中、１１月～４月）


	平成2１年４月

